
船舶インシデント調査報告書 

令和８年１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和７年７月１２日 ０６時３０分頃 

発生場所 富山県伏木
ふ し き

富山港外港 

 四方
よ か た

港沖防波堤東灯台から真方位３０３°１.９海里付近 

 （概位 北緯３６°４６.７′ 東経１３７°０９.６′） 

インシデントの概要  プレジャーボート魚島
さかなじま

は、帰航中、船外機が運転できなくなり、

運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和７年８月１８日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 魚島、５トン未満（長さ５.５８ｍ） 

 ２４４－１６５７８富山、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、釣りの目的で

富山県射水
い み ず

市所在のマリーナから出発した。 

 船長は、射水市北方沖で釣りを終えてマリーナに戻ることとし、本

船を南進させていたところ、船外機が停止した。 

 船長は、燃料油タンクの燃料油が無くなっていることを認め、携行

していた予備の燃料油を同タンクに補給した。 

 船長は、船外機に早く燃料油を供給しようと思い、燃料ホースに付

属したプライミングポンプ（以下「本件ポンプ」という。）を数回

握ったところ、本件ポンプに亀裂が生じて船外機に燃料油を供給でき

なくなった。 

 船長は、船外機を始動できず、本インシデントの発生を１１８番通

報した。 

 本船は、その後、北北東風に圧流されて砂浜に漂着した。 

 船長は、本船を平成２９年１０月頃に中古で購入した後、燃料ホー

ス内のエア抜き等をしたことがなく、本件ポンプを使用及び点検した

ことがなかった。 

 船長は、予備の燃料油約２０ℓを携行しており、出航前に燃料油タ

ンクの燃料の残量を正確に把握していなかった。 

分析  本船は、船長が出航前に燃料油タンクの燃料の残量を正確に把握せ

ず、帰航中、船外機の燃料油タンクの燃料油が無くなったことから、



同機が停止したものと考えられる。 

 船長は、携行していた予備の燃料油を燃料油タンクに補給した後、

船外機に早く燃料油を供給しようとして本件ポンプを握った際、本件

ポンプに亀裂が生じたことから、燃料油を供給できず、船外機を始動

できなくなり、本船が運航不能となったものと考えられる。 

 船長は、本件ポンプを約８年間使用及び点検していなかったことか

ら、本件ポンプが経年劣化していることに気付かなかったものと考え

られる。 

原因  本インシデントは、本船が帰航中、船長が、本件ポンプを約８年間

点検していなかったため、経年劣化に気付かないまま本件ポンプを使

用した際に本件ポンプに亀裂が生じて船外機に燃料油を供給できず、

船外機を始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の船長は、定期的にプライミングポンプの点検を行って

不具合の有無を確認し、劣化等が認められた場合には早めに交換

すること。 

 ・小型船舶の船長は、出航前、航行に要する燃料消費量を計算し、

燃料油タンクに十分な燃料の残量があることを確認して出航する

こと。 

 


